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第1章 はじめに 

 

インターネットを利用した定期報告（東京都知事又は多摩建築指導事務所長宛のみ）の概要

と、全体イメージをつかみます。 

 1.1 本マニュアルについて 

本マニュアルは、建築基準法第１２条第１項及び第３項に基づく定期報告（建築物・防火設備）を、インタ

ーネットを利用して行う方法について説明したものです。 

 

定期調査報告又は定期検査報告の内容や調査・検査項目等については、東京都防災・建築まちづくり

センター（以下、まちセン）HPから、特定建築物定期調査及び防火設備定期検査報告書作成要領及び、操

作手順書（報告アプリケーション）をご参照ください。（操作手順書の掲載ページはコチラ） 

 

 本マニュアルの対象は、「特定建築物及び防火設備の定期報告受付システム（以下、まちセンシステム）」

に関する範囲（図１参照）です。「東京都定期調査・検査報告電子システム（以下、都システム）」については、

東京都 HP をご確認下さい。 

 

1.2 注意事項 

 定期報告の内容及び提出について、所有者又は管理者は調査者等から説明を受け、今後の対応につい

て十分に検討してください。 

 

 定期調査・検査の報告日は、原則として形式審査※が完了した日となります。 

 ※報告内容を審査するために、必要な書類が揃っているかを確認する行為 

 

 インターネットを利用した定期報告が可能な行政庁（表１参照）は、宛先が東京都知事、又は多摩建築指

導事務所長のもの（整理番号の行政庁コード（最初の３桁の数字）が 101～123、140～148、054～

089 及び 154～189 のもの）が対象です。 

  

https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/tatemono/teiki-web/
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku_kaihatsu/kenchiku_kakunin/chousa-houkoku/5
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表１ インターネットを利用した定期報告が可能な行政庁 

区域 
 インターネットを利用

した定期報告 
紙報告（参考） 

特別区の区域 

敷地内に延べ面積が１万㎡を超える建築物

がある場合 
○ ○ 

上記以外の場合 × ○ 

多摩の区域 

八王子市・町田市・日野市・立川市・府中

市・調布市・三鷹市・武蔵野市・国分寺市・

西東京市・小平市 

× ○ 

上記１１市以外の市 ○ ○ 

島しょの区域 
大島町・八丈町・利島村・新島村・神津島

村・三宅村・御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村 
○ ○ 

 

1.3 動作環境について 

  本システムは、以下の環境（PC のみ）にてご利用が可能です。 

   ・インターネット及び電子メールを利用できる環境 

・ブラウザ：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge（それぞれ最新バージョン） 

 

1.4 事務手数料について 

 事務手数料は、紙で報告する場合と同じ面積区分と料金です。詳細は、まちセン HP（特定建築物・防火

設備）をご確認下さい。 

 お支払いにつきましては、予備審査完了後にまちセンから請求書を発行しますので、所定の口座に入金

をお願いします。 

 

1.5 インターネットを利用した定期報告の流れ（全体） 

  インターネットを利用した定期報告の全体イメージは図１に示す通りです。予備審査以降のやり取りは、

都システムにより行いますので、報告書データの作成・提出前に、まちセンシステムの利用者登録だけで

なく、事前に都システムの利用者登録が必要です。 

 

https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/tatemono/teikihoukoku/tesuuryou.html
https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/tatemono/boukasetsubi/charge.html
https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/tatemono/boukasetsubi/charge.html
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図１ インターネットを利用した定期報告の流れ 

 

 

 

東京都定期調査・検査報告電子システム ：都システム
特定建築物及び防火設備の定期報告受付システム：まちセンシステム

都システム
まちセン
システム

①利用者登録

②作成・提出

報告者

報告者

③仮受付・形式審査

④受付後連携

③´修正依頼

③´修正

⑤予備審査
・本審査報告者

⑥報告データダウンロード

※１

※２

※３

※１ 両システムで共通のメールアドレスを登録下さい。
※２ 整理番号が無い場合は都で新規登録して下さい。

関係写真の様式はまちづくりセンターHPでダウンロードして下さい。
※３ 報告データは都システムからダウンロード可能です。受理書や報告済証等は、

事務手数料の支払いが確認されたものについて、本審査完了後に、報告書作
成の際に入力した返送先に郵送します。

まちセン
システム

都システム

まちセン担当者

まちセン担当者

都担当者

⑤´修正依頼

⑤´修正

Point 
・インターネットを利用した定期報告は、二つのシステムで成り立っています。そのため、修正（確認）

依頼がどの時点かにより、異なるメールアドレスから連絡が届きます。 
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第2章 事前準備 

 

インターネットを利用して定期報告を行うために、必要なファイル等を準備します。本章以降

は、まちセンシステムについての説明であり、予備審査・本審査における手順等については、

東京都 HP を参照ください。 

 

2.1 定期調査・検査報告書データの準備 

（１）作成するデータ 

 作成するデータは表２を参照下さい。関係写真のデータ準備等、詳細については操作手順書（報告アプリ

ケーション）をご参照ください。 

表２ 作成データ一覧 

書類の種類／報告種別 特定建築物・防火設備共 

定期調査・検査報告書 システムから入力 

定期調査・検査報告概要書 システムで自動生成 

調査・検査結果表 システムから入力 

調査・検査結果図 画像データ（.jpeg 又は.jpg）で各階毎に準備 

関係写真 まちセン HP から様式をダウンロードして、作成後に画像データで準備 

 

（２）添付可能なデータ容量・ファイル数 

 調査・検査結果図、関係写真については、一ファイル 1MB 未満におさめてください（添付可能なファイル

数上限は、「調査・検査結果図」「関係写真」それぞれ50ファイルです。）。ファイルのサイズが大きい場合は、

画像の解像度やサイズをご調整下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point 
・調査・検査結果図と関係写真は PDF では提出できないので、jpeg 又は jpg データで(PDF デー

タの場合は変換して)ご準備ください。 

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku_kaihatsu/kenchiku_kakunin/chousa-houkoku/5
https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/tatemono/teiki-web/
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第3章 インターネットを利用した定期報告データの提出方法 

 

インターネットを利用した定期報告の流れとその方法を確認します。 

3.1 インターネットを利用した定期報告の流れ（まちセンシステム範囲） 

 まちセンシステム部分の提出の流れは図２の通りです。利用者登録を行った後、報告書データ作成前に、

利用者情報及び請求書情報の登録をお願いします。詳細については、操作手順書（マイページ機能）及び

操作手順書（報告アプリケーション）をご参照下さい。（操作手順書の掲載ページはコチラ） 

  

図２ インターネットを利用した定期報告書データ提出の流れ（まちセンシステム範囲） 

まちセンインターネット受付システム報告者

利
用
者
登
録

ロ
グ
イ
ン

利
用
者
等
情
報
登
録

報
告
書
デ
ー
タ
作
成

提
出

修
正

受付トップ
【利用者登録はこちら】
・システム利用規約への同意
・利用者情報入力

メール受信
（登録完了）

ID・PW発行

【マイページはこちら】

メール受信
（認証情報）

ワンタイムパスワード発行

ログイン画面

ワンタイムパスワード認証画面

マイページトップ 【利用者/請求者情報登録】

利用者/請求書情報登録 画面

・利用者氏名・電話番号等
・手数料請求書の宛名等 入力

登録完了

【報告書を新規で作成する】

防火設備定期検査
報告メニュー

【検査報告書提出】
※検査日の登録

提出前最終確認画面

形式審査

定期報告書編集画面
・第一面～三面
・検査結果表（防火扉等）
・検査結果図、関係写真

提出完了

【提出する】

受付完了

メール受信
（修正依頼）

マイページトップ

【該当報告書のメニューへ】

報告の作成（修正）と報告書
の提出を実施

再形式審査

受付完了

ID・PW・メールアドレスを入力

特定建築物定期調査
報告メニュー

【調査報告書提出】
※調査日の登録

・第一面～四面
・調査結果表①～⑥
・調査結果図、関係写真

報告書データ

修正報告書データ

https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/tatemono/teiki-web/
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３.2 利用者登録について 

【ステップ１】ログイン情報を入力する 

 

 

 

 

  

ログインするための情報を登録します。

「利用者登録はこちら」ボタンをクリックしてく

ださい。

利用者情報入力画面

・メールアドレス※

・パスワード

・秘密の質問と回答 を入力します。

※都システムと共通のメールアドレ

スを登録してください。

※ログインに必要なユーザーID等を

記載したメールが送信されますので、

受信可能なメールアドレスを入力し

てください。

「次へ」ボタンをクリックしてください。利

用者情報確認の後、登録を完了さ

せてください。
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【ステップ２】メールに記載の URL からログインする 

 

利用者情報登録完了画面

登録したメールアドレスに利用者登録完了通知メールが送信されます。

このメールに記載されているユーザーIDはログインの際に必要です。
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「マイページはこちら」ボタンを

クリックしてください

「ログイン」ボタンをクリックし

てください。

・通知されたユーザーID

・パスワード

・メールアドレス

を入力してください。

登録したメールアドレスに

ワンタイムパスワード通知メールが送信されます
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３.3 利用者/請求書情報登録 

【ステップ３】利用者/請求書情報を入力する 

 

 

  

「利用者/請求書情報登録」

ボタンをクリックしてください。
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利用者情報または請求書情

報を入力し、「登録」ボタンをク

リックしてください。
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３.4 報告書データの作成 

 報告書データの新規作成については、マイページトップ画面の「特定建築物定期調査報告」「防火設備定

期検査報告」それぞれの「報告書を新規で作成する」から作成してください。本項においては、特定建築

物と防火設備で共通操作の部分を示します。個別の操作については操作手順書（報告アプリケーション）

をご参照ください。 

【ステップ 1】報告書データを新規で作成する 

 

 

 

「報告書を新規で作成する」ボタンをクリック

して、定期報告書編集 第一面 画面へ移

動します。

Point 
・整理番号に誤りがあると、再度最初から入力が必要となりますので、ご注意願います。 
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システム入力上の Point 

 

・環境依存文字の入力 

ローマ数字（Ⅱ,Ⅳ）や、㎡を入力したい場合は、以下の例を参考にして下さい。 

例：●●マンションⅡ号棟→●●マンション II 号棟（英字 I の組み合わせ） 

  △△マンションⅣ号棟→△△マンション IV 号棟（英字 I と V の組み合わせ） 

10,000 ㎡→10,000ｍ2（英字 m と数字 2 の組み合わせ） 

項目によって、入力の制限が異なります。（建物名称は全角半角共、所有者管理者は全角のみ等） 

なお、環境依存文字による入力を希望される場合は、まちセンの各窓口までご相談願います。 

 

・入力必須の項目の一部が不明な場合 

備考欄に分かる範囲で記載をお願いします。 

例：確認済証の交付年月日は分かるが、番号と交付者が分からない場合 

 

・建築物の階数で地下階等が無い場合 

 地下階等が無い建物については、階数を入力する欄に「0」を入力願います。 

 

・調査・検査結果表で改善（予定）年月が不明な場合 

 年月のプルダウンをブランク（空欄）のまま保存をお願いします。 
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【ステップ２】図面や関係写真をアップロードする 

 

選択した画像が表示されます。

「保存する」ボタンをクリック

すると、

次ページへ
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【ステップ３】保存した報告書データを呼出す 

 

 

 

  

第一面まで入力・保存した報告書の概要

が表示されます。

「メニューへ」リンクをクリックすると、

防火設備定期検査報告メニュー画面へ移動します。

Point 

・別添１様式（A３）の図面枠を用いて調査・検査結果図を作成しない場合、まちセン HP から「別添

図面参照」と記載の別添１様式（A３）をダウンロードし、図面の１枚目に添付をお願いします。（紙

報告と同様） 

 

・関係写真の作成については、写真を単独でアップロードするのではなく、報告書の様式に落とし

込んだ状態まで作成頂いてからアップロードをお願いします。作成の流れについて、一例を以

下記載します。 

（参考） 

① まちセン HP で報告書の様式をダウンロード 

② 「関係写真」のシートで、特記事項等を入力（写真貼付は、該当セルを選択した状態で［挿

入］→［画像］→［セルに配置］から、対象となる画像を選択） 

③ jpeg又は jpg化したい範囲を選択してコピー 

④ ペイントアプリを起動して貼付け 

⑤ ［ファイル］→［名前を付けて保存］→［JPEG画像］を選択 

 

・図面等、PDFで保管しているものについては、PDFを jpeg化するアプリケーションを活用す

ることも考えられます。 

https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/tatemono/teiki-web/
https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/tatemono/teiki-web/
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３.５ 報告書データの提出 

【ステップ１】作成した報告書データを提出する 

 

 

３.６ 報告書データの修正依頼対応 

【ステップ１】報告書データの修正をする 

 

 

メニュー画面

「調査報告書提出」ボタンをクリックし

てください。
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【ステップ２】該当箇所の修正をする 

 

 

【ステップ３】報告書データを再提出する 

 

該当報告書の「メニューへ」をクリックしてください。「定期検

査報告書編集」から、任意の面の任意の入力項目を1か

所以上変更し、「保存する」ボタンをクリックしてください。

再度、提出が可能となります。

「マイページトップへ」ボタンをク

リックしてください。進捗状況が

再度、"作成中"となります。
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第4章 その他（よくある質問と回答） 

4.1 申請の取り下げ  

【ステップ１】報告書データを削除、提出取下げする 

 

 

 

 

削除したい作成中の報告書データの

「メニューへ」をクリックしてください。

「報告データ削除/提出取下げ申請」

ボタンをクリックしてください。画面に従っ

て進むと、完了画面が表示されます。
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4.2 よくある質問と回答 

 

Ｑ１：電子メールでの定期報告は可能ですか。 

Ａ１：電子メールでの定期報告は受け付けていません。インターネット又は窓口（特定建築

物）・郵送（防火設備）による提出をお願いいたします。 

 

Ｑ２：都のシステムを利用するにはどのようにすればよいか。 

Ａ２：東京都ＨＰからシステムの利用者登録を行い、利用ができます。 

 

Ｑ３：報告書データを提出した後に、印刷をしたい（所有者等に控えを渡したい）。 

Ａ３：まちセンシステムから入力した報告書データの内容を、定期報告の様式にあわせて印

刷することが可能です 

 

Ｑ４：管理者等への受付完了報告のため、紙で報告する際の副本に相当するものがほしい。 

Ａ４：都システムからダウンロードが可能です。 

 

Ｑ５：夜間や休日等の営業時間外に提出した場合、報告日はいつになりますか。 

Ａ５：形式審査が完了した日が報告日となります。 

 

Ｑ６：インターネットを利用した定期報告が可能な行政庁を知りたい。 

Ａ６：提出可能な行政庁は、東京都知事及び多摩建築指導事務所長宛に限られます。 

 

Ｑ７：必ずまちセンＨＰでダウンロードしたファイル（調査・検査結果図、関係写真及び面

積表）を使用しなければいけませんか。 

Ａ７：正確な事務処理のため、最新の様式を用いることを推奨します。 

 

Ｑ８：定期報告以外の書類（改善完了報告書等）の提出も、インターネットを利用して提出

が可能ですか。 

Ａ８：まちセンシステムからは、定期報告のみインターネットを利用した提出が可能です。

それ以外の書類については、今まで通り都に書面で提出して下さい。 

 

Ｑ９：報告済証は発行されますか。 

Ａ９：発行します。全ての審査が完了後、都から発行される受理書等と合わせて郵送を行い

ます。 

 

Ｑ10：ログイン用のＩＤ・ＰＷを忘れてしまった。 

Ｑ10：操作手順書（マイページ機能）に流れを示していますのでご確認下さい。 

 

 

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku_kaihatsu/kenchiku_kakunin/chousa-houkoku/5
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